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令和７年綾瀬市教育委員会会議３月定例会議事日程
令和７年３月２７日（木）午後１時３０分開議
	日程第１
	
	会議録署名委員の指名について

	報告

	日程第２
	第２号報告
	令和６年度第５回綾瀬市心身障害児童・生徒就学指導委員会で判定された幼児・児童の学校（学級）指定の報告について

	追加議案

	日程第３
	第７号議案
	（仮称）綾瀬市総合教育支援センター整備基本計画の決定について

	日程第４
	第８号議案
	臨時代理の承認について（教育委員会部局課長相当職以上の人事異動について）


午後１時３０分　開会
○教育長（袴田毅君）
あらかじめ御報告をさせていただきます。

本日の会議には、現在のところ傍聴の申し出はございませんが、会議途中で傍聴の希望があった場合は、随時、入室を許可したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ただいまの出席者は５名であります。定足数に達しておりますので、これより、綾瀬市教育委員会会議３月定例会を開会いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――――――
○教育長（袴田毅君）
「日程第１　会議録署名委員の指名」をいたします。
会議録署名委員に、亀ケ谷委員を指名いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――――――
○教育長（袴田毅君）
ここで、本日の日程についてお諮りいたします。

本日の議事日程に、追加議事日程の「日程第３　第７号議案　（仮称）綾瀬市総合教育支援センター整備基本計画の決定について」、「日程第４　第８号議案　臨時代理の承認について（教育委員会部局課長相当職以上の人事異動について）」、以上の２件を追加議案とし、審議したいと思います。

これに御異議はございませんか。
（　異議なしを確認　）
○教育長（袴田毅君）
御異議なしと認めます。

よって、ただいまの件を日程に追加し、議題とすることに決しました。

また、ただいま追加議事といたしました第８号議案につきましては、人事に関するものであるため、綾瀬市教育委員会会議規則第８条第１項第１号の規定により、また、「日程第２　第２号報告　令和６年度第５回綾瀬市心身障害児童・生徒就学指導委員会で判定された幼児・児童の学校（学級）指定の報告について」は、個人情報が含まれるため、同規則第８条第１項第３号の規定により、非公開審議にしたいと存じます。

お諮りいたします。本２件を非公開審議とすることについて、賛成の委員の挙手を求めます。
（　委員の挙手確認　）
○教育長（袴田毅君）
挙手全員であります。

よって本２件は、非公開審議とすることに決しました。
なお、議事進行上、本２件につきましては、最後に審議いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――――――

○教育長（袴田毅君）
「日程第３　第７号議案　（仮称）綾瀬市総合教育支援センター整備基本計画の決定について」、この件を議題といたします。
それでは、本件に関し説明を求めます。教育部長、お願いいたします。
〇教育部長（長谷川裕司君）
それでは、「第７号議案　（仮称）綾瀬市総合教育支援センター整備基本計画の決定について」、御説明いたします。

追加議案書の３ページを御覧ください。

提案理由は、中段に記載のとおり、令和６年３月に策定された（仮称）綾瀬市総合教育支援センター整備基本構想を踏まえ、開設場所として決定された敷地・施設において実施する支援機能の実施方法を整理するとともに、施設の利便性や機能性、周辺環境との連携性といった観点から、具体的な配置計画、概算事業費、整備スケジュール等をまとめ、支援機能を具体的にどのように機能させていくかを定めた「（仮称）綾瀬市総合教育支援センター整備基本計画」を決定いたしたく、綾瀬市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第１項第１号の規定により提案するものでございます。

それでは、基本計画の内容を御説明いたします。第７号議案別冊の「（仮称）綾瀬市総合教育支援センター整備基本計画」の５ページを御覧ください。

５ページの「基本計画策定の趣旨」では、基本計画の趣旨を記載しております。

基本構想を踏まえ、開設場所として決定された敷地・施設において、総合教育支援センターで実施する５つの支援機能の支援方法を整理し、具体的にどのように機能させていくかを定めるなどを策定の趣旨としております。

６ページを御覧ください。

１の「基本構想の策定」では、昨年度策定した基本構想策定の趣旨を記載しております。

２の「事業用地の選定」では、基本構想策定後、市が所有する土地を中心に候補地の検討を進めたこと、部局を横断した連携・協力体制を構築し、１０月の最高経営会議で事業用地を決定したこと、建物の面積は約３８０㎡のため、基本構想より小さな規模で求められる機能を果たすことが必要となっている旨を記載しております。

８ページを御覧ください。

１の「事業用地・施設の位置」では、事業用地の面積、場所について記載しており、市役所から徒歩約５分の距離で、城山公園や市民スポーツセンターが活用可能となっております。

９ページを御覧ください。

２の「事業用地・施設の概要」では、事業用地の面積が約１，１１８㎡、Ａ棟、Ｂ棟併せて約３８２㎡となっており、１８台の駐車場、駐車場の中央には段差がある旨記載しております。

１０ページを御覧ください。

１の「基本構想の概要」では、（仮称）総合教育支援センターでは、各業務を再構成し、６つの機能を集約・複合化するものとしています。国際教室や外国につながりのある児童・生徒の支援機能は市庁舎へ導入し、その他の５つの機能について、必要諸室は１，４３３㎡必要と想定しましたが、事業用地・施設の面積が狭くなった中で、業務の更なる再編・再整理が必要となりました。

１２ページを御覧ください。

２の「業務の再整理」では、総合教育支援センターで実施する５つの機能の業務内容を、業務分類・条件の切り口で４つに分類し、分類した業務内容を４つの業務部門に再整理しました。

１４ページを御覧ください。

「基本計画の条件の整理」では、４つの業務部門への再整理に対応し、さらに共用化、集約化、他施設活用により、機能構成プログラムの見直しを行いました。具体的には、近隣の公園やスポーツセンターを活用すること、執務スペースの一部座席を共用化し、フリーアドレス化すること、不登校児童・生徒帰宅後のスペースを会議室で活用する等の工夫を行うことで、基本構想で策定した機能は減らさずに、５００㎡から６００㎡の施設規模に収めることを計画しました。

１６ページを御覧ください。

　人員構成については、基本構想での設定を基本としつつ、今後の職員増も想定する旨を記載しております。

１８ページを御覧ください。

「敷地・建物条件を踏まえた複数プランの比較検討」では、既存の建物、Ａ棟、Ｂ棟に加え、新たに建設するＣ棟も含めて、青少年支援をＡ棟で実施する場合と、Ｂ棟で実施する場合について、それぞれ既存の間仕切りを活用する場合と変更する場合で想定されるＡからＤまでの４パターンを比較検討しました。

検討の結果、青少年支援をＡ棟で実施し、間仕切りを変更するＢ案で検討を進めるものとしました。

２０ページを御覧ください。

１の「配置計画」では、Ｃ棟を新たに設置するため、設置場所を記載しております。また、Ａ、Ｂ、Ｃの各棟で、建ぺい率、容積率を満たしている旨を記載しております。
２１ページ・２２ページを御覧ください。

２の「平面計画」では、平面図を記載しております。改修にあたり、防犯カメラの設置や、内装色彩の配慮などの条件も記載しております。

２３ページを御覧ください。

「３　駐車場及び外構・植栽計画」、「４　造成計画」、「５　防災計画」について記載しております。

　２４ページを御覧ください。

６の「工程表」では、今後のスケジュールについて記載しております。

一番上、改修工事実施計画では、クリニック棟の改修工事のための実施計画になります。令和７年度の早い段階で委託業者と契約し、９月中に設計を完了する予定となっております。

２段目、クリニック棟改修工事では、改修工事にかかる予算を９月議会で計上し、１０月に入札後に業者と契約、１１月から改修工事を行い、令和８年６月に工事を完了する予定となっております。

３段目、薬局棟修繕では、クリニック棟の工事とは別に、薬局棟の内装、電気、給排水、空調設備の修繕を進めてまいります。

４段目、ユニットハウスでは、６月に補正予算を計上し、入札で業者決定後、実施設計、ユニットハウスの工事を行い、令和７年度中にユニットハウスは完成予定となっております。

２５ページを御覧ください。

７の「概算工事費」では、Ａ棟、Ｂ棟の改修工事、Ｃ棟のユニットハウスの建築費用の合計を１億６,３００万円と見込んでおります。なお、ユニットハウスにつきましては、事業用地が賃貸借物件のため、リース契約としております。

２６ページを御覧ください。

８の「整備手法」では、建築基準法等に定めのある手続きについて記載しております。

通常の工事の手続きでは、確認申請や工事期間が長期になってしまうため、早期開設のための手法について記載しております。

基本計画の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○教育長（袴田毅君）
それでは、第７号議案に関しまして、質疑・討論がございましたらお願いいたします。
齊藤委員。

○委員（齊藤隆訓君）

現在ルピナスで不登校支援を行っていると思いますが、そこと比較するため、ルピナスの大きさと、センターにおいて不登校支援を実施するスペースの広さを教えていただければと思います。

○教育長（袴田毅君）
教育研究所長。
○教育研究所長（渡邊倫康君）

現在のルピナスの面積と新しいところの不登校支援の面積という御質問でございましたが、現在のルピナスの面積は約１４３平米でございます。

新しく不登校支援を実施するスペースの面積は、職員室も含めますと約２７４平米を予定しております。以上でございます。

○委員（齊藤隆訓君）

倍くらい広くなるんですね。ありがとうございます。

もう1点は意見になりますが、Ｂ棟とＣ棟の入り口が畑のほうを向いていて、砂ぼこりや臭いの影響を考えると、二重扉のほうがいいのではないかと思いますので、もし可能であれば検討していただければと思います。以上、意見です。

○教育長（袴田毅君）
はい、では御意見として承ります。
ほかはいかがでしょうか。

はい、亀ケ谷委員。

○委員（亀ケ谷由美子君）

先ほどの齊藤委員の意見に追加で言わせていただくと、目の前の道路が一直線の長い道路で、すごく交通量が多いのですね。
結構車がスピードを飛ばしてくるところなので、そういう面からも、私も二重扉で出来たらお願いしたいと思っております。

また、青少年の方のエリアにあるミニキッチンについて、意見として言わせていただくと、児童・生徒のほうのブースのほうにも、ミニキッチンがあったらいいと思います。
お料理しながら、子どもと話をしたりとかすることで安心感を得たり、話す内容も広がったりするので、もし何か機会があったらでいいので、そのときは児童・生徒のほうにもミニキッチンを考えていただけたらと思っております。これは意見です。

○教育長（袴田毅君）
亀ケ谷委員の方からは、二重扉とミニキッチンの意見ということでした。
はい、ほかはいかがでしょうか。
林委員。
○委員（林紀美子君）
１６ページの人員構成について質問ですが、一般相談員や支援員の方々は、何か資格を持っている方なのでしょうか。

○教育長（袴田毅君）
教育研究所長。
○教育研究所長（渡邊倫康君）

はい、相談員の資格についての御質問をいただきました。

心理職に関わる相談関係の職員につきましては、臨床心理士の資格等を持った方にお願いをしております。

一般相談員につきましては、退職校長先生をはじめとした、教員、元教員の方々にお願いをしております。以上でございます。

○教育長（袴田毅君）

はい、ほかにございますか。
はい、田中職務代理者。

○教育長職務代理者（田中恵吾君）

はい、綾瀬の現状を考えると、配慮を要する子どもたちが大変多くなってきています。

そういう意味から、総合教育支援センターの必要性を十分に感じ、それから、基本構想もしっかり出来ているので、基本的に賛成の立場で、２４ページの工程に関わる部分で一つ、それから外国籍の子どもたちに関して一つ。２点質問させてください。

一つ目、工程表を見ると、令和８年６月あたりに全ての工事が終了する予定ですが、センターのオープン時期について構想があればお話をいただければと思います。

それからもう一つ、先ほども言いましたように、綾瀬の特色の一つに、外国籍の児童・生徒あるいは保護者が多くいるという現実があります。

そこの部分については、今回の計画からは、外れているように感じますが、そうではないという理解をしています。その対応について、２点お願いしたいと思います。以上です。

○教育長（袴田毅君）
教育研究所長。
○教育指導課長（渡邊倫康君）

２点質問をいただきました。

一つ目の、オープンの時期についてでございますが、今工程表のほうで、全てが完成するのが令和８年の６月となります。

工事が完了後、速やかに什器等の搬入を済ませて、できるだけ早期の開設を目指します。

一方で、薬局棟やユニットハウスについては、令和８年３月に完成するという見込みでございますので、早く完成するほうに、例えば、ルピナス教室の不登校支援を先に持ってきたり、または相談機能を一部開設したりするなど、状況に応じてできるだけ早い開設を目指していきたいと考えております。

２点目の、外国につながりのある子どもたちの支援についてですが、職務代理がおっしゃるように、大きな枠の中の考え方としては、この支援センターの大きな機能の一つとして考えてございます。

ただ基本構想のときもそうでしたが、物理的なところで、外国につながりのある子どもたちや保護者の利便性を考えて、どうしても市庁舎で行う手続きが多いので、そういった外国につながりのある方々の支援機能は、市庁舎のほうに残していきたいと思います。

具体的には、令和７年度から、就学前の日本語に御不安のあるお子さんが通うプレスクールの開設が決まっておりますが、それ以外にも、編入で外国から来るお子さんに対しての支援が図られるように、今後、具体的に考えていきたいと思います。以上です。

○教育長職務代理者（田中恵吾君）

意見というか、期待をしておりますということで、やはり総合的に考えると、この支援センターは欠かせないものだと思っておりますので、より早く、より効率的な取組をしていただくことをお願いしておきます。以上です。
○教育長（袴田毅君）
要望ということでございます。

はい、それでは他はいかがですか。
（　質疑等の有無確認　）

○教育長（袴田毅君）
質疑・討論なしと認めます。

これより、第７号議案を採決いたします。

本件を原案のとおり決することについて、賛成の委員の挙手を求めます。

（　委員の挙手確認　）

○教育長（袴田毅君）
挙手全員であります。

よって、本件は原案のとおり可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――――――
○教育長（袴田毅君）
それでは、これより非公開とした審議に入りますが、本日は傍聴者がおりませんので、このまま審議を続けたいと思います。
「日程第４　第８号議案　臨時代理の承認について（教育委員会部局課長相当職以上の人事異動について）」、この件を議題といたします。

なお、本件以降の本日の審議につきましては、会議の冒頭にお諮りしましたとおり非公開審議といたします。
それでは、本件に関し説明を求めます。教育部長、お願いいたします。
○教育部長（長谷川裕司君）
それでは、「第８号議案　臨時代理の承認について」、御説明いたします。

秘密会追加議案書の２ページを御覧ください。

教育委員会の課長相当職以上の人事異動でございます。

まず、令和７年３月３１日付けの役職定年・出向でございます。

私、教育部長の長谷川が役職定年し、経営企画部文書法務課文書法制担当に副主幹として出向いたします。

続いて、令和７年３月３１日付けの辞職でございます。

堺教育部参事兼学校教育課長が、綾北中学校の校長として転出するため、辞職いたします。

次に、４月１日付けの昇格でございます。
３ページを御覧ください。
教育部参事兼教育総務課長の大矢が、教育部長に昇格いたします。
続いて、４月１日付けの採用でございます。
市民環境部市民活動推進課の三田課長が教育総務課長として、綾北小学校の山上教頭が教育部参事兼学校教育課長として、教育委員会に採用となります。

秘密会追加議案資料の３ページには、３月３１日現在と４月１日以降の教育委員会部局の課長相当職以上の一覧を添付しておりますので、参考にしていただければと思います。

以上で説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○教育長（袴田毅君）
それでは、第８号議案に関しまして、質疑・討論がございましたらお願いいたします。
（　質疑等の有無確認　）

○教育長（袴田毅君）

質疑・討論なしと認めます。

これより、第８号議案を採決いたします。

本件を報告のとおり承認することについて、賛成の委員の挙手を求めます。

（　委員の挙手確認　）

○教育長（袴田毅君）

挙手全員であります。

よって、本件は報告のとおり承認されました。

ここで暫時休憩といたします。
（　関係者以外の退席　）
――――――――――――――――――――――――――――――――――
非公開の審議
――――――――――――――――――――――――――――――――――
○教育長（袴田毅君）

以上で、本日の日程は終了いたしました。

これにて、綾瀬市教育委員会会議３月定例会を閉会いたします。
午後２時１７分　閉会
－ 1 －

